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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通信を行
うことと、
　前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の各々を特定すること
と、
　特定される前記画像の各々を一覧表示することと、
　異常の発生した前記撮像装置から受信される情報に基づいて、前記異常の種別を特定す
ることと、
　一覧表示状態に係る前記撮像装置の各々における前記異常の発生に基づいて、一覧表示
される前記画像の各々に対応する前記撮像装置の各々の状態変化を示す表示制御を行うこ
とと、
　を含む制御方法であって、
　前記異常が、継続的に発生する第１の異常であった場合には、前記第１の異常の発生を
示すオブジェクトを前記第１の異常が発生した前記撮像装置に対応する画像に関連して、
前記第１の異常が発生している間、継続して表示することをさらに含み、
　前記異常が、単発的に発生する第２の異常であった場合には、前記第２の異常の発生を
示すオブジェクトを表示し、表示から所定の時間の経過によって消去することをさらに含
む、
　制御方法。



(2) JP 6332017 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

【請求項２】
　一覧表示状態における前記撮像装置に係るイベントの発生に基づいて、一覧表示される
前記画像に対応する前記撮像装置に係る動作制御を行うことをさらに含む、請求項１に記
載の制御方法。
【請求項３】
　前記イベントは、前記撮像装置に向けてのユーザ操作を含み、
　一覧表示される前記画像の各々に対応する前記撮像装置の各々について、一覧表示状態
において行われる前記ユーザ操作に基づく動作制御を行うことをさらに含む、請求項２に
記載の制御方法。
【請求項４】
　前記ユーザ操作に基づく動作制御は、前記撮像装置への動作指示の制御を含む、請求項
３に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記動作指示は、前記撮像装置への画像の記録に係る指示を含み、
　表示される画像の各々に対応する前記撮像装置の各々の動作状態に基づいて指示内容を
決定することをさらに含む、請求項４に記載の制御方法。
【請求項６】
　一覧表示状態において、前記画像の記録に係る指示に基づいて行われる前記撮像装置の
記録の結果についてユーザへの確認表示を行わないことをさらに含む、請求項５に記載の
制御方法。
【請求項７】
　前記動作指示は、前記撮像装置への設定に係る指示を含み、
　表示される画像の各々に対応する前記撮像装置の各々の間で共通する設定に基づいて指
示内容を決定することをさらに含む、請求項４に記載の制御方法。
【請求項８】
　一覧表示状態に係る前記撮像装置の各々の通信状態の変化の発生に基づいて、一覧表示
される前記画像の各々に対応する前記撮像装置の各々の状態変化を示す表示制御を行うこ
とをさらに含む、請求項１に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記撮像装置の通信状態の変化は、前記撮像装置の通信接続の有無の変化を含み、
　前記通信接続の有無が変化した前記撮像装置に係る画像の表示を制御することをさらに
含む、請求項８に記載の制御方法。
【請求項１０】
　一覧表示される前記画像の各々と前記撮像装置の各々との対応関係を示すオブジェクト
を前記画像の各々に関連して表示することをさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に
記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記画像の各々のうちの１つを単独表示することと、
　前記画像の一覧表示および単独表示のいずれかに表示を切り替えることと、
　をさらに含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の制御方法。
【請求項１２】
　単独表示される前記画像に対応する前記撮像装置についてのみ、単独表示状態において
前記撮像装置に向けて行われるユーザ操作に基づく動作制御を行うことをさらに含む、請
求項１１に記載の制御方法。
【請求項１３】
　単独表示状態において、単独表示される前記画像に対応する前記撮像装置以外の撮像装
置の状態変化を示す表示制御を行うことをさらに含む、請求項１１又は１２に記載の制御
方法。
【請求項１４】
　複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通信を行



(3) JP 6332017 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

い、異常の発生した前記撮像装置から情報を受信する通信部と、
　前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の各々を特定し、特定
される前記画像の各々を一覧表示し、且つ、一覧表示状態に係る前記撮像装置の各々にお
ける前記異常の発生に基づいて、一覧表示される前記画像の各々に対応する前記撮像装置
の各々の状態変化を示す表示の制御を行う制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　受信した情報に基づいて、前記異常の種別を特定し、
　前記異常が、継続的に発生する第１の異常であった場合には、前記第１の異常の発生を
示すオブジェクトを前記第１の異常が発生した前記撮像装置に対応する画像に関連して、
前記第１の異常が発生している間、継続して表示するように表示の制御を行い
　前記異常が、単発的に発生する第２の異常であった場合には、前記第２の異常の発生を
示すオブジェクトを表示し、表示から所定の時間の経過によって消去するように制御を行
う、
　制御装置。
【請求項１５】
　複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通信を行
い、異常の発生した前記撮像装置から情報を受信する通信機能と、
　前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の各々を特定し、特定
される前記画像の各々を一覧表示し、且つ、一覧表示状態に係る前記撮像装置の各々にお
ける前記異常の発生に基づいて、一覧表示される前記画像の各々に対応する前記撮像装置
の各々の状態変化を示す表示の制御を行う制御機能と、
　をコンピュータに実現させるためのプログラムであって、
　前記制御機能は、
　受信した情報に基づいて、前記異常の種別を特定し、
　前記異常が、継続的に発生する第１の異常であった場合には、前記第１の異常の発生を
示すオブジェクトを前記第１の異常が発生した前記撮像装置に対応する画像に関連して、
前記第１の異常が発生している間、継続して表示するように表示の制御を行い
　前記異常が、単発的に発生する第２の異常であった場合には、前記第２の異常の発生を
示すオブジェクトを表示し、表示から所定の時間の経過によって消去するように制御を行
う、
　プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、制御方法、制御装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮像装置に通信技術を適用した製品が一般に流通するようになっている。このよ
うな撮像装置は、外部の情報処理装置等から通信を介して動作が制御され得る。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、リモートコントローラを用いて通信を介して複数の撮像装置
の動作を制御し、当該複数の撮像装置の各々から得られる画像をリモートコントローラに
備えられるディスプレイに表示するシステムに係る発明が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、モニタと複数の撮像装置とが通信を介して接続され、当該複数
の撮像装置の各々から送信される画像をモニタに表示するシステムに係る発明が開示され
ている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２６８４５号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１９８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示される発明では、複数の撮像装置のうちのいずれか１つをユ
ーザが選択し、選択される撮像装置に制御が切り替えられることによって表示画像が切り
替えられる。そのため、複数の撮像装置に係る画像の全てをユーザが把握するまでに時間
がかかる。
【０００７】
　他方で、特許文献２に開示される発明では、取得される画像の一覧がモニタに表示され
るが、予め用意されるネットワークを介して画像の送受信が行われる。そのため、通信形
態の柔軟性が損なわれる場合がある。
【０００８】
　そこで、本開示では、接続される複数の撮像装置との通信の形態について柔軟性をもた
せながら、ユーザによる当該撮像装置の各々に対応する画像の把握を容易にすることが可
能な、新規かつ改良された制御方法、制御装置およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示によれば、複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置
の各々と通信を行うことと、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する
画像の各々を特定することと、特定される前記画像の各々を一覧表示することと、を含む
制御方法が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮
像装置の各々と通信を行う通信部と、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に
対応する画像の各々を特定し、特定される前記画像の各々を一覧表示する制御部と、を備
える制御装置が提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮
像装置の各々と通信を行う通信機能と、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々
に対応する画像の各々を特定し、特定される前記画像の各々を一覧表示する制御機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本開示によれば、接続される複数の撮像装置との通信の形態につい
て柔軟性をもたせながら、ユーザによる当該撮像装置の各々に対応する画像の把握を容易
にすることが可能な制御方法、制御装置およびプログラムが提供される。なお、上記の効
果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、
本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏され
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の一実施形態に係る制御装置の概要を説明するための図である。
【図２】本開示の第１の実施形態に係る制御装置および撮像装置の概略的な機能構成を示
すブロック図である。
【図３】本実施形態に係る制御装置の処理全体の概要を概念的に示すフローチャートであ
る。
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【図４】本実施形態に係る制御装置における撮像装置に対する通信接続の設定処理を説明
するための図である。
【図５】本実施形態に係る制御装置における通信モードの変更処理を説明するための図で
ある。
【図６】本実施形態に係る制御装置における操作アプリの起動処理に係る画面遷移を示す
図である。
【図７】本実施形態に係る撮像装置における通信モードの設定操作を説明するための図で
ある。
【図８】本実施形態に係る制御装置における撮像装置の接続処理を説明するための図であ
る。
【図９】本実施形態に係る制御装置において表示される撮像装置のリスト画面の例を示す
図である。
【図１０】本実施形態に係る制御装置において表示されるシングルビュー画面の例を示す
図である。
【図１１】本実施形態に係る制御装置において表示されるマルチビュー画面の例を示す図
である。
【図１２Ａ】本実施形態に係る制御装置における１または２の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１２Ｂ】本実施形態に係る制御装置における１または２の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１２Ｃ】本実施形態に係る制御装置における１または２の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１３Ａ】本実施形態に係る制御装置における３または４の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１３Ｂ】本実施形態に係る制御装置における３または４の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１３Ｃ】本実施形態に係る制御装置における３または４の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１４Ａ】本実施形態に係る制御装置における５または６の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１４Ｂ】本実施形態に係る制御装置における５または６の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１４Ｃ】本実施形態に係る制御装置における５または６の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１５Ａ】本実施形態に係る制御装置における７～９の表示セットの表示形態の例を示
す図である。
【図１５Ｂ】本実施形態に係る制御装置における１０～１２の表示セットの表示形態の例
を示す図である。
【図１６】本実施形態に係る制御装置におけるマルチビュー画面を経由したシングルビュ
ー画面の切り替え処理の例を示す図である。
【図１７】本実施形態に係る制御装置における撮像装置のリスト画面を経由したシングル
ビュー画面の切り替え処理の例を示す図である。
【図１８】本実施形態に係る制御装置が表示するシングルビュー画面における撮影処理を
説明するための図である。
【図１９】本実施形態に係る制御装置が表示するマルチビュー画面における撮影処理を説
明するための図である。
【図２０】本実施形態に係る制御装置における撮像装置への画像の記録に係る指示の内容
を決定する処理を説明するための図である。
【図２１】本実施形態の第１の変形例に係る画像のプレビューおよび保存の設定情報の例
を示す図である。
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【図２２】本実施形態の第２の変形例に係る制御装置のシングルビュー画面における撮像
装置への設定指示動作の例を説明するための図である。
【図２３】本実施形態の第２の変形例に係る制御装置のマルチビュー画面における撮像装
置への設定指示動作の例を説明するための図である。
【図２４Ａ】本実施形態の第３の変形例に係る制御装置における、行われた操作が未対応
である旨の表示の例を説明するための図である。
【図２４Ｂ】本実施形態の第３の変形例に係る制御装置における、行われた操作が未対応
である旨の表示の例を説明するための図である。
【図２４Ｃ】本実施形態の第３の変形例に係る制御装置における、行われた操作が未対応
である旨の表示の例を説明するための図である。
【図２４Ｄ】本実施形態の第３の変形例に係る制御装置における、行われた操作が未対応
である旨の表示の例を説明するための図である。
【図２５】本開示の第２の実施形態に係る制御装置の処理全体の概要を概念的に示すフロ
ーチャートである。
【図２６Ａ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置が新たに通信接続される場合の
表示制御処理を説明するための図である。
【図２６Ｂ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置が新たに通信接続される場合の
表示制御処理を説明するための図である。
【図２６Ｃ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置が新たに通信接続される場合の
表示制御処理を説明するための図である。
【図２６Ｄ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置が新たに通信接続される場合の
表示制御処理を説明するための図である。
【図２７Ａ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置との通信が切断される場合の表
示制御処理を説明するための図である。
【図２７Ｂ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置との通信が切断される場合の表
示制御処理を説明するための図である。
【図２７Ｃ】本実施形態に係る制御装置における撮像装置との通信が切断される場合の表
示制御処理を説明するための図である。
【図２８】本実施形態に係る制御装置における撮像装置との通信が切断される場合の表示
制御処理を説明するための図である。
【図２９】本実施形態の変形例に係る制御装置のシングルビュー画面における継続エラー
に係る表示の例を示す図である。
【図３０】本実施形態の変形例に係る制御装置のマルチビュー画面における継続エラーに
係る表示の例を示す図である。
【図３１Ａ】本実施形態の変形例に係る制御装置のシングルビュー画面における単発エラ
ーに係る表示の例を示す図である。
【図３１Ｂ】本実施形態の変形例に係る制御装置のシングルビュー画面における単発エラ
ーに係る表示の例を示す図である。
【図３２】本実施形態の変形例に係る制御装置のマルチビュー画面における単発エラーに
係る表示の例を示す図である。
【図３３】本開示に係る制御装置のハードウェア構成を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態に係る制御装置の概要
　２．第１の実施形態（ユーザ操作に基づく動作制御）
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　３．第２の実施形態（撮像装置の状態変化に基づく動作制御）
　４．本開示の一実施形態に係る制御装置のハードウェア構成
　５．むすび
【００１６】
　＜１．本開示の一実施形態に係る制御装置の概要＞
　まず、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る制御装置の概要について説明する。
図１は、本開示の一実施形態に係る制御装置の概要を説明するための図である。
【００１７】
　制御装置１００は、ユーザにより移動される可搬式の携帯通信端末であり、他の装置か
らの無線通信を介した接続を受け付けるアクセスポイント（以下、ＡＰ（Access　Point
）とも称する。）のような機能を有する。また、制御装置１００は、画像を表示する表示
部を備える。このため、制御装置１００は、無線通信を介して複数の撮像装置２００の各
々から画像を取得し、取得された画像を表示部に表示することが可能である。
【００１８】
　例えば、制御装置１００は、図１に示したように、撮像装置２００Ａ～２００Ｃの各々
から無線通信を介して接続され、例えば撮像装置２００Ａから取得される画像を表示部に
表示させる。なお、図１に示される二点鎖線の矢印は、撮像装置２００Ａ～２００Ｃの各
々からの接続要求および画像等の送信を示す。
【００１９】
　ここで、複数の撮像装置２００と接続され、当該複数の撮像装置２００の各々から得ら
れる画像を表示する装置は、一般的に、接続される撮像装置２００を切り替えることによ
って表示画像を切り替える。そのため、複数の撮像装置２００に係る画像の全てをユーザ
が把握するまでに時間がかかる。
【００２０】
　他方で、複数の撮像装置２００の各々から取得される画像の一覧がモニタ等に表示され
る装置が存在するが、このような装置は、一般的に、予め用意されるネットワーク、例え
ば有線通信を介して画像の送受信が行われる。そのため、通信形態の変更、例えば接続さ
れる撮像装置の変更または通信経路の変更等に対するコストおよび時間がかかる等、通信
形態の変更に対する柔軟性が損なわれる場合がある。
【００２１】
　そこで、本開示の一実施形態に係る制御装置１００は、複数の撮像装置から無線通信を
介して接続され、当該複数の撮像装置と通信を行う。そして、制御装置１００は、当該通
信によって当該複数の撮像装置の各々に対応する画像の各々を特定し、特定される当該画
像の各々を一覧表示する。
【００２２】
　例えば、制御装置１００は、図１に示したように撮像装置２００Ａ～２００Ｃの各々か
ら無線通信を介して画像を受信し、受信される画像の各々を表示部に一覧で表示する。
【００２３】
　このため、制御装置１００は複数の撮像装置２００の各々と無線通信を介して接続され
、当該複数の撮像装置２００の各々から取得される画像の各々が一見して把握可能に表示
される。これにより、接続される複数の撮像装置２００との通信の形態について柔軟性を
もたせながら、ユーザによる当該撮像装置２００の各々に対応する画像の把握を容易にす
ることが可能となる。なお、図１においては制御装置１００の一例としてスマートフォン
を示しているが、制御装置１００は、タブレット端末、デジタルカメラ、携帯ゲーム機、
またはＰＤＡ（Personal　Digital　Assistants）等の携帯通信端末であってもよい。ま
た、説明の便宜上、第１および第２の実施形態による制御装置１００を、制御装置１００
－１および制御装置１００－２のように、末尾に実施形態に対応する番号を付することに
より区別する。
【００２４】
　＜２．第１の実施形態（ユーザ操作に基づく動作制御）＞



(8) JP 6332017 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

　以上、本開示の一実施形態に係る制御装置１００の概要について説明した。続いて、本
開示の第１の実施形態に係る制御装置１００－１について説明する。制御装置１００－１
は、撮像装置２００の各々との通信により特定される画像の各々を一覧表示し、一覧表示
される画像の各々に対応する当該撮像装置２００の各々に対して、ユーザ操作に基づく動
作制御を一括して行う。
【００２５】
　　＜２－１．装置の構成＞
　まず、図２を参照して、本開示の第１の実施形態に係る制御装置１００－１の構成につ
いて説明する。図２は、本開示の第１の実施形態に係る制御装置１００－１および撮像装
置２００の概略的な機能構成を示すブロック図である。
【００２６】
　　　（撮像装置の機能構成）
　撮像装置２００は、図２に示したように、操作検出部２０２、制御部２０４、記憶部２
０６、通信部２０８および撮像部２１０を備える。
【００２７】
　操作検出部２０２は、撮像装置２００に対するユーザ操作を入力に変換する。具体的に
は、操作検出部２０２は、ユーザによる操作に応じた入力情報を生成し、生成される入力
情報を制御部２０４に提供する。例えば、操作検出部２０２は、撮像装置２００が別途に
備える、ボタン式、タッチパッド式または表示部と一体化されたタッチパネル式の入力装
置等に対するユーザ操作を検出する。
【００２８】
　制御部２０４は、撮像装置２００の動作を全体的に制御する。具体的には、制御部２０
４は、通信部２０８の通信制御、撮像装置２００の状態制御および撮像部２１０への撮像
指示を行う。
【００２９】
　例えば、制御部２０４は、操作検出部２０２から提供される入力情報が制御装置１００
－１との接続要求を示す場合、通信部２０８に制御装置１００－１との通信接続を確立さ
せる。また、制御部２０４は、撮像部２１０の撮像により得られた画像を通信部２０８に
制御装置１００－１へ送信させる。また、制御部２０４は、制御装置１００－１から撮影
モードの指定を示す情報が受信された際に、撮像装置２００の撮影モードを指定される撮
影モードに変更する。また、制御部２０４は、制御装置１００－１から記録の開始または
停止を示す情報が受信された際に、撮像部２１０に動作の開始または停止を指示する。
【００３０】
　記憶部２０６は、撮像部２１０の撮像により得られる画像を記憶する。具体的には、記
憶部２０６は、撮像部２１０の撮像により画像が得られた際に、制御部２０４の指示に基
づいて当該画像を記憶する。なお、通信部２０８によって制御装置１００－１に送信され
る画像は、撮像装置２００の記憶部２０６に記憶される画像の複製であり得る。
【００３１】
　通信部２０８は、制御装置１００－１との無線通信を行う。具体的には、通信部２０８
は、制御部２０４の指示に基づいて、制御装置１００－１に無線通信を用いた接続を要求
することによって通信接続を確立する。例えば、通信部２０８は、制御装置１００－１か
ら動作指示情報を受信し、制御装置１００－１に画像等のデータを送信する。なお、通信
部２０８は、ＷｉＦｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＺｉｇｂｅ
ｅ（登録商標）等を利用して制御装置１００－１との無線通信を行い得る。
【００３２】
　撮像部２１０は、撮影モードに応じた撮像を行う。具体的には、撮像部２１０は、制御
部２０４の指示および撮影モードに基づいて、動画系撮影としての連続した撮像、および
静止画系撮影としての単発の撮像を行う。撮影モードには、動画系撮影として、例えば動
画撮影、インターバル撮影、ループ記録、音声記録および静止画の連続撮影（以下、静止
画（連写）とも称する。）等のモードが含まれ、また静止画系撮影として、単発の静止画
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（以下、静止画（通常）とも称する。）のモードが含まれる。例えば、撮像部２１０は、
光を集光する撮影レンズおよびズームレンズなどの撮像光学系、およびＣＣＤ（Charge　
Coupled　Device）またはＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）等
の信号変換素子を備え得る。
【００３３】
　　　（制御装置の機能構成）
　また、制御装置１００－１は、図２に示したように、通信部１０２、制御部１０４、記
憶部１０６、表示部１０８および操作検出部１１０を備える。なお、制御部１０４の一部
は撮像装置２００の動作制御に係るアプリケーション（以下、操作アプリとも称する。）
として機能し得る。
【００３４】
　通信部１０２は、撮像装置２００との無線通信を行う。具体的には、通信部１０２は、
操作アプリの通信モードに応じた処理を行うことによって撮像装置２００との通信接続を
確立する。例えば、通信モードは、複数の撮像装置２００との通信のためのマルチ接続モ
ードおよび１つの撮像装置２００との通信のためのシングル接続モードの２つのモードを
有する。
【００３５】
　通信モードがマルチ接続モードである場合、通信部１０２は、ＡＰとして、撮像装置２
００からの接続要求があるまで待機し、接続要求が受信される場合にのみ撮像装置２００
との通信接続を確立する。また、通信接続を確立可能な撮像装置２００の数は１または複
数である。そのため、通信部１０２は、例えば５つの撮像装置２００の各々と通信接続を
確立し得る。
【００３６】
　通信モードがシングル接続モードである場合、通信部１０２は、１つの撮像装置２００
に接続要求を送信し、当該撮像装置２００によって接続が許可されると、当該撮像装置２
００との通信接続が確立される。例えば、通信部１０２は、制御装置１００－１が別途備
えるＮＦＣ（Near　Field　Communication）等を用いた近接通信を行う近接通信部によっ
て通信部１０２の通信接続のための通信が行われ、撮像装置２００の通信部２０８が起動
された後、接続要求を行い得る。なお、通信部１０２は、その他のイベントの発生、例え
ばユーザによる通信部１０２への接続指示操作等に基づいて撮像装置２００への接続要求
を行ってもよい。
【００３７】
　制御部１０４は、制御装置１００－１の動作を全体的に制御する。具体的には、制御部
１０４は、通信部１０２の通信制御および表示部１０８への表示制御を行う。より具体的
には、制御部１０４は、通信部１０２の通信に基づいて、複数の撮像装置２００の各々に
対応する画像の各々を特定し、特定される画像の各々を表示部１０８に一覧表示させる。
例えば、制御部１０４は、通信部１０２によって複数の撮像装置２００の各々から受信さ
れる画像の各々を表示部１０８に提供し、表示部１０８は表示モードに従って当該画像の
各々を一覧表示する。例えば、表示モードは、撮像装置２００に対応する画像が一覧表示
されるマルチビューモードおよび撮像装置２００に対応する画像の各々のうちの１つが単
独表示されるシングルビューモードの２つのモードを有する。なお、各表示モードにおけ
る表示内容の詳細については後述する。
【００３８】
　さらに、制御部１０４は、一覧表示状態における撮像装置２００に係るイベントの発生
に基づく動作制御を行う。具体的には、制御部１０４は、一覧表示される画像の各々に対
応する撮像装置２００の各々について、一覧表示状態において行われるユーザ操作に基づ
く動作制御を行う。例えば、制御部１０４は、当該ユーザ操作に基づいて撮像装置２００
への動作指示の制御を行う。
【００３９】
　記憶部１０６は、画像を記憶する。具体的には、記憶部１０６は、撮像装置２００から
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取得され、および表示部１０８に表示される画像を記憶する。
【００４０】
　表示部１０８は、制御部１０４の指示に基づいて画像を表示する。具体的には、表示部
１０８は、通信部１０２によって撮像装置２００から受信された画像および記憶部１０６
から取得された画像を表示モードに従って表示する。例えば、表示部１０８は、液晶パネ
ルまたは有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等の表示装置であり得る。
【００４１】
　操作検出部１１０は、制御装置１００－１に対するユーザ操作を入力に変換する。具体
的には、操作検出部１１０は、ユーザによる操作に応じた入力情報を生成し、生成される
入力情報を制御部１０４に提供する。例えば、操作検出部１１０は、制御装置１００－１
が別途に備える、ボタン式、タッチパッド式または表示部１０８と一体化されたタッチパ
ネル式の入力装置等に対するユーザ操作を検出する。
【００４２】
　　＜２－２．装置の処理＞
　次に、本実施形態に係る制御装置１００－１の処理について説明する。
【００４３】
　　　（全体処理フロー）
　まず、図３を参照して、制御装置１００－１の処理全体の概要について説明する。図３
は、本実施形態に係る制御装置１００－１の処理全体の概要を概念的に示すフローチャー
トである。
【００４４】
　最初に、制御装置１００－１は、アプリケーションの起動操作が行われるまで待機する
（ステップＳ３０２）。具体的には、制御部１０４は、操作検出部１１０から提供される
入力情報が操作アプリの起動操作を示すかを判定する。
【００４５】
　アプリケーションの起動操作が行われると、制御装置１００－１は、通信モードがマル
チ接続モードであるかを判定する（ステップＳ３０４）。具体的には、制御部１０４は、
入力情報が操作アプリの起動操作を示すと判定される場合、制御装置１００－１の通信設
定がＡＰとして動作する設定、例えばテザリング設定がオンであるかを判定する。
【００４６】
　通信モードがマルチ接続モードであると判定される場合、制御装置１００－１は、マル
チ接続モードでアプリケーションを起動する（ステップＳ３０６）。具体的には、制御部
１０４は、制御装置１００－１のテザリング設定がオンと判定される場合、マルチ接続モ
ードで操作アプリの起動処理を行う。
【００４７】
　次に、制御装置１００－１は、接続された撮像装置２００から受信される画像を表示す
る（ステップＳ３０８）。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２００が接続されると
、通信部１０２によって当該撮像装置２００から受信される画像を、表示部１０８に表示
モードに従って表示させる。
【００４８】
　次に、制御装置１００－１は、表示画像に対してユーザ操作が行われるまで待機する（
ステップＳ３１０）。具体的には、制御部１０４は、操作検出部１１０から提供される入
力情報が表示画像に対するユーザ操作を示すかを判定する。
【００４９】
　表示画像に対してユーザ操作が行われると、制御装置１００－１は、表示モードがマル
チビューモードであるかを判定する（ステップＳ３１２）。具体的には、制御部１０４は
、入力情報が撮像装置への動作指示操作を示すと判定される場合、表示モードがマルチビ
ューモードであるかを判定する。
【００５０】
　表示モードがマルチビューモードであると判定される場合、制御装置１００－１は、表
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示画像に対応する撮像装置２００の各々に動作指示を行う（ステップＳ３１４）。具体的
には、制御部１０４は、表示モードがマルチビューモードであると判定される場合、表示
される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々に、通信部１０２を介してユーザ操作
に対応する動作を指示する。
【００５１】
　また、表示モードがマルチビューモードでない、すなわちシングルビューモードである
と判定される場合、制御装置１００－１は、表示画像に対応する撮像装置２００にのみ動
作指示を行う（ステップＳ３１６）。具体的には、制御部１０４は、表示モードがシング
ルビューモードであると判定される場合、表示部１０８に表示されている画像に対応する
撮像装置２００にのみ、通信部１０２を介してユーザ操作に対応する動作を指示する。
【００５２】
　次に、制御装置１００－１は、終了操作が行われたかを判定し（ステップＳ３１８）、
終了操作が行われたと判定される場合、処理を終了する。
【００５３】
　ステップＳ３０４にて、通信モードがマルチ接続モードでない、すなわちシングル接続
モードであると判定される場合、制御装置１００－１は、シングル接続モードで起動する
（ステップＳ３２０）。なお、シングル接続モードにおける制御装置１００－１の処理は
、従来の制御装置における処理と実質的に同一であるため説明を省略する。
【００５４】
　続いて、本実施形態に係る制御装置１００－１の各処理について詳細に説明する。なお
、上述した処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
【００５５】
　　　（通信モードの設定処理）
　まず、図４を参照して、上記の全体処理フローにて説明した各処理の事前処理として行
われる通信モードの設定処理について説明する。図４は、本実施形態に係る制御装置１０
０－１における撮像装置２００に対する通信接続の設定処理を説明するための図である。
【００５６】
　まず、制御装置１００－１は、ユーザ操作に基づいてシングル接続モードで操作アプリ
を起動させ、撮像装置２００と通信接続を行う。具体的には、制御部１０４は、操作アプ
リの起動操作が行われ、かつ制御装置１００－１の通信設定がＡＰとして動作する設定で
ない場合、シングル接続モードで操作アプリを起動させる。そして、制御部１０４は、通
信部１０２に撮像装置２００との通信接続を行わせる。なお、操作アプリの起動前に撮像
装置２００との通信接続が行われてもよい。
【００５７】
　次に、制御装置１００－１は、表示されるシングル接続モードの操作画面においてマル
チ接続設定画面を立ち上げる。具体的には、制御部１０４は、操作アプリの起動後に、シ
ングル接続モードの操作画面を表示部１０８に表示させる。そして、当該シングル接続モ
ードの操作画面において撮像装置２００の設定画面への遷移操作が行われると、制御部１
０４は、撮像装置２００の設定画面を表示部１０８に表示させる。次いで、制御部１０４
は、撮像装置２００の設定画面においてマルチ接続設定画面への遷移操作が行われると、
制御部１０４は、マルチ接続設定画面を表示部１０８に表示させる。
【００５８】
　例えば、制御部１０４は、ユーザ操作による画面遷移によって、または操作アプリの起
動後の初期画面として、図４の上段の左図に示したようなシングル接続モードの操作画面
を表示部１０８に表示させる。そして、当該シングル接続モードの操作画面において図４
の上段の左図に示したような撮像装置２００の設定に係るＧＵＩ（Graphical　User　Int
erface）、例えばアイコン２０へのタップ操作が行われると、制御部１０４は、図４の上
段の中図に示したような撮像装置２００の設定画面５０を表示部１０８に表示させる。次
いで、制御部１０４は、撮像装置２００の設定画面５０において図４の上段の中図に示し
たような設定内容のリストからマルチ接続設定を選択する操作が行われると、制御部１０
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４は、図４の上段の右図に示したようなマルチ接続設定画面５２を表示部１０８に表示さ
せる。なお、マルチ接続設定画面５２には、既に登録済みのマルチ接続のための設定情報
、例えばＳＳＩＤ（Service　Set　Identifier）および認証方式等が表示され得る。
【００５９】
　次に、制御装置１００－１は、マルチ接続設定画面におけるユーザ操作に基づいて、接
続されている撮像装置２００に対するマルチ接続に係る設定を行う。具体的には、制御部
１０４は、マルチ接続設定画面において設定を行う旨の操作が行われると、既にマルチ接
続設定が登録されている場合、新規登録の有無についての確認画面を表示部１０８に表示
させる。そして、制御部１０４は、当該確認画面において新規登録を行う旨の操作が行わ
れると、マルチ接続設定情報の入力画面を表示部１０８に表示させる。次いで、制御部１
０４は、当該入力画面において入力を確定させる操作が行われると、マルチ接続設定の完
了通知画面を表示部１０８に表示させる。それと共に、制御部１０４は、入力画面におい
て入力された設定内容を記憶部１０６に記憶させる。なお、次回以降は記憶部１０６に記
憶される設定内容が通信接続の際に利用されてもよい。
【００６０】
　例えば、制御部１０４は、マルチ接続設定画面５２において図４の上段の右図に示した
ような「設定」という表示へのタップ操作が行われると、既にマルチ接続設定が登録され
ている場合、図４の下段の左図に示したような新規登録を行うかの確認画面５４を表示部
１０８に表示させる。そして、制御部１０４は、当該確認画面５４において「設定」とい
う表示へのタップ操作が行われると、図４の下段の中図に示したようなマルチ接続設定情
報の入力画面５６を表示部１０８に表示させる。例えば、入力画面５６には、ＳＳＩＤお
よびＰＷ（Pass　Word）の入力フォーム、ならびに認証方式の選択用プルダウンリスト等
が表示され得る。そして、制御部１０４は、当該入力画面５６において「設定」という表
示へのタップ操作が行われると、マルチ接続設定の完了通知画面５８を表示部１０８に表
示させる。
【００６１】
　次に、制御装置１００－１は、ユーザ操作に基づいて、通信モードをマルチ接続モード
に変更し、操作アプリを起動する。例えば、制御部１０４は、ユーザのＯＳ（Operation
　System）設定操作に基づいて制御装置１００－１の通信設定をＡＰとして動作する設定
に変更した後、続いて行われるユーザの操作アプリの起動操作に基づいて操作アプリを起
動する。
【００６２】
　なお、制御装置１００－１は、操作アプリの起動後に、通信モードを変更してもよい。
図５を参照して、操作アプリ起動後の通信モードの変更処理を説明する。図５は、本実施
形態に係る制御装置１００－１における通信モードの変更処理を説明するための図である
。
【００６３】
　まず、制御装置１００－１は、マルチ接続モードで操作アプリを起動させ、表示される
画面において操作アプリ設定画面を立ち上げる。具体的には、制御部１０４は、操作アプ
リの起動操作が行われ、かつ制御装置１００－１の通信設定がＡＰとして動作する設定で
ある場合、マルチ接続モードで操作アプリを起動させる。そして、制御部１０４は、マル
チ接続モードにおいて表示される画面上で、操作アプリ設定画面への遷移操作が行われる
と、操作アプリ設定画面を表示部１０８に表示させる。
【００６４】
　例えば、制御部１０４は、マルチ接続モードで操作アプリを起動させた後、図５の左図
に示したような撮像装置２００の接続待ちを示す待機画面上で、操作アプリ設定アイコン
２２へのタップ操作が行われると、図５の中図に示したような操作アプリ設定画面を表示
部１０８に表示させる。
【００６５】
　次に、制御装置１００－１は、操作アプリ設定画面において通信モードの変更を行う。
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具体的には、制御部１０４は、操作アプリ設定画面において通信モードの設定を選択する
操作が行われると、通信モードの設定変更の確認画面を表示部１０８に表示させる。当該
確認画面において通信モードの設定変更を行う旨の操作が行われると、制御部１０４は、
制御装置１００－１の通信設定を行う画面を表示部１０８に表示させる。
【００６６】
　例えば、制御部１０４は、操作アプリ設定画面において図５の中図に示したような「通
信モード」の表示へのタップ操作が行われると、図５の右図に示したような通信モードの
設定変更の確認画面６０を表示部１０８に表示させる。例えば、通信モードの設定変更の
確認画面６０には、現在の通信モード、および設定変更のための操作手順等が表示され得
る。そして、制御部１０４は、当該確認画面６０において「設定画面へ移動」の表示への
タップ操作が行われると、制御装置１００－１の通信設定を行う画面を表示部１０８に表
示させる。
【００６７】
　　　（アプリケーションの起動処理）
　次に、図６を参照して、操作アプリの起動処理について説明する。図６は、本実施形態
に係る制御装置１００－１における操作アプリの起動処理に係る画面遷移を示す図である
。
【００６８】
　制御装置１００－１は、操作アプリの起動操作が行われると、通信モードに応じて操作
アプリの起動における画面遷移を制御する。具体的には、制御部１０４は、操作アプリの
起動操作が行われると、まず、操作アプリが起動中であることを示す画面を表示部１０８
に表示させる。次いで、制御部１０４は、通信モードがマルチ接続モードである場合、通
信モードの設定変更の確認画面を表示部１０８に表示させる。そして、当該確認画面にお
いて通信モードの設定変更を行わない旨の操作が行われると、制御部１０４は、撮像装置
２００の接続待ちである旨を示す待機画面を表示部１０８に表示させる。
【００６９】
　例えば、制御部１０４は、図６の左図に示したようなアイコンへのタップ操作が行われ
ると、図６の上段の中図に示したような操作アプリのアイコンが表示される画面を表示部
１０８に表示させる。次いで、制御部１０４は、通信モードがマルチ接続モードである場
合、図６の下段に示したような通信モードの設定変更の確認画面６０を表示部１０８に表
示させる。そして、当該確認画面６０において「設定画面へ移動」の表示へのタップ操作
が行われると、制御部１０４は、図６の上段の右図に示したような撮像装置２００の接続
待ちである旨を示す待機画面を表示部１０８に表示させる。例えば、当該待機画面には、
マルチ接続モードである旨を示す通信モードアイコン２６が表示され得る。
【００７０】
　　　（撮像装置の接続処理）
　次に、図７および図８を参照して、操作アプリの起動後に撮像装置２００が接続された
際に行われる処理を説明する。図７は、本実施形態に係る撮像装置２００における通信モ
ードの設定操作を説明するための図であり、図８は、本実施形態に係る制御装置１００－
１における撮像装置２００の接続処理を説明するための図である。
【００７１】
　まず、撮像装置２００は、ユーザ操作に基づいて通信モードをマルチ接続モードに変更
する。具体的には、制御部２０４は、通信モードの設定変更操作が行われると、撮像装置
２００の通信モードを当該設定変更操作の示すモードに変更する。そして、制御部２０４
は、当該変更後の通信モードがマルチ接続モードである場合、通信部２０８に制御装置１
００－１と接続させる。
【００７２】
　例えば、制御部２０４は、撮像装置２００の設定が選択されると、図７の左図に示した
ように撮像装置２００が別途備える表示部に撮像装置２００の設定が選択されている旨を
表示させ、さらに通信接続の設定が選択されると、図７の中左図に示したように表示部に
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通信方式を表示させる。次いで、制御部２０４は、通信モードが選択されると、図７の中
右図に示したように選択されている通信モードを表示部に表示させる。なお、制御部２０
４は、制御装置１００－１との接続が、試行中である、または完了している場合、表示部
に表示される通信モードを強調表示、例えば点滅させ得る。
【００７３】
　また、制御装置１００－１は、撮像装置２００が接続されるまでの間待機する。具体的
には、制御部１０４は、撮像装置２００が１つも接続されていない場合、撮像装置２００
の接続待ちであることを示す画面を表示させる。
【００７４】
　そして、撮像装置２００が接続されると、制御装置１００－１は、接続された撮像装置
２００に対応する画面を表示する。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２００が接続
されると、接続された撮像装置２００をリストで表示するリスト画面を表示部１０８に表
示させる。そして、制御部１０４は、撮像装置２００の接続処理が完了すると、撮像装置
２００の操作画面を表示部１０８に表示させる。
【００７５】
　例えば、制御部１０４は、撮像装置２００が接続されると、図８の中図に示したような
、接続された撮像装置２００を示す情報の各々が縦に並べて表示されるリスト画面を表示
部１０８に表示させる。さらに、制御部１０４は、接続中の撮像装置２００が存在する場
合、表示部１０８に、図８の中図に示したような、撮像装置２００が接続処理中である旨
を示す画面６２をリスト画面に重畳表示させる。そして、撮像装置２００の接続処理が完
了すると、制御部１０４は、例えば最初に接続された撮像装置２００に対応する画像が表
示されるシングルビュー画面を表示部１０８に表示させる。
【００７６】
　なお、制御部１０４は、最初に接続された撮像装置２００の代わりに、撮像装置２００
に係る情報、例えば撮像装置２００の種別、属性、接続回数、または接続時間等に基づい
て特定される撮像装置２００を選択してもよい。また、撮像装置２００が複数接続された
場合、または撮像装置２００が既に複数接続されていた場合は、シングルビュー画面の代
わりに、マルチビュー画面が表示部１０８に表示されてもよい。
【００７７】
　続いて、図９～図１１を参照して、制御装置１００－１が表示する画面について説明す
る。表示画面には、接続中の撮像装置２００がリストで表示されるリスト画面と、接続中
の撮像装置２００を操作するための操作画面とがあり、操作画面には、表示モードに対応
するマルチビュー画面とシングルビュー画面とがある。図９は、本実施形態に係る制御装
置１００－１において表示される撮像装置２００のリスト画面の例を示す図である。また
、図１０は、本実施形態に係る制御装置１００－１において表示されるシングルビュー画
面の例を示す図であり、図１１は、本実施形態に係る制御装置１００－１において表示さ
れるマルチビュー画面の例を示す図である。
【００７８】
　　　（撮像装置のリスト画面）
　撮像装置２００のリスト画面には、接続されている撮像装置２００を示す情報がリスト
形式で表示される。さらに、撮像装置２００を示す情報として、撮像装置２００の種別を
示す画像、および撮像装置２００の各々を識別するための情報が表示される。例えば、撮
像装置２００のリスト画面には、図９に示したように、接続されている複数の撮像装置２
００を示す情報の各々が一行ごとに列に並んで表示される。なお、撮像装置２００を示す
情報は、接続順に並べられ得る。さらに、撮像装置２００を示す情報として、撮像装置２
００の種別を示す種別アイコン２８と撮像装置２００の名称を示す文字列、例えばフレン
ドリネームとが隣接して表示される。なお、撮像装置２００を示す情報に、後述する識別
ナンバが含まれてもよい。また、当該リスト画面には、操作アプリ設定画面への遷移操作
に係る画像、例えば操作アプリ設定アイコン２２および現在設定されている通信モードを
示す画像、例えば通信モードアイコン２６が表示される。
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【００７９】
　なお、撮像装置２００の種別および名称に係る情報は、接続される撮像装置２００から
通信を介して取得され得る。また、撮像装置２００の種別は、例えばコンパクトデジタル
カメラ、一眼レフカメラ（Ａマウント）、一眼レフカメラ（Ｅマウント）、ハンディカム
、レンズスタイルカメラ、およびスナップカメラ等であり得る。また、撮像装置２００を
示す情報は、複数列および／または複数行で表示されてもよい。また、撮像装置２００を
示す情報に、撮像装置２００から取得される画像が含まれていてもよく、例えば縮小され
た当該画像が他の情報と並列して表示され得る。
【００８０】
　　　（シングルビュー画面）
　シングルビュー画面には、接続される複数の撮像装置２００のうちの１つの撮像装置２
００についての情報が表示される。具体的には、シングルビュー画面には、撮像装置２０
０に対応する画像および撮像装置２００の状態を示す画像が表示される。例えば、シング
ルビュー画面には、図１０に示したように、撮像装置２００から取得される画像３０およ
び撮像装置２００の撮影モードを示す撮影モードアイコン３２が表示される。例えば、画
像３０は、所定の時間間隔で撮像装置２００から受信される、撮像装置２００の撮像によ
り得られる画像、例えばＥＥ（Electric　Eye）画像であり得る。
【００８１】
　また、シングルビュー画面には、接続されている複数の撮像装置２００のうちのいずれ
の撮像装置２００に係る画像が表示されているかを示す画像が表示される。具体的には、
シングルビュー画面には、撮像装置２００に対して接続順に付与される数字（以下、識別
ナンバとも称する。）が表示される。なお、識別ナンバは、数字の代わりに、仮名文字も
しくはアルファベット等の順序を有する他の文字または記号であってもよい。例えば、シ
ングルビュー画面には、図１０に示したように、撮影モードアイコン３２に隣接して、当
該撮像装置２００に付与される識別ナンバ「１」が表示される。なお、識別ナンバに隣接
して、接続されている撮像装置２００の数が表示される。例えば、図１０に示したような
「１／５」という表示は、接続されている撮像装置２００の数が５で、表示画像に対応す
る撮像装置２００の識別ナンバが「１」であることを示す。
【００８２】
　また、シングルビュー画面には、撮像装置２００の操作に係る画像が表示される。例え
ば、シングルビュー画面には、図１０に示したように、撮像装置２００の設定に係るアイ
コン２０、撮影モードの設定に係る撮影モード設定アイコン３４および撮像装置２００へ
の記録指示操作に係る記録操作アイコン３６が表示される。
【００８３】
　なお、シングルビュー画面に撮像装置２００を示す情報の全部または一部が表示されて
もよい。例えば、シングルビュー画面に表示される画像に対応する撮像装置２００のフレ
ンドリネームが表示されてもよい。
【００８４】
　　　（マルチビュー画面）
　マルチビュー画面には、接続される撮像装置２００の各々についての情報が表示される
。具体的には、マルチビュー画面には、接続される撮像装置２００の各々に対応する画像
が表示される。さらに、制御部１０４は、一覧表示される画像の各々と撮像装置２００の
各々との対応関係を示すオブジェクトを画像の各々に関連して表示部１０８に表示させる
。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２００の各々を示す情報および撮像装置２００
の各々の状態を示す画像を表示部１０８に表示させる。
【００８５】
　例えば、マルチビュー画面には、図１１に示したように、接続される撮像装置２００毎
に、撮像装置２００から取得される画像３０、撮像装置２００を示す情報および撮像装置
２００の撮影モードアイコン３２が１つのセット（以下、表示セットとも称する。）とし
てまとめられ、当該表示セットが並べて表示される。ここで、当該表示セットの表示形態
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、例えばサイズ、数および並べ方等には、様々なバリエーションが存在する。そこで、図
１２～図１５を参照して、当該表示セットの表示形態について説明する。図１２～図１５
は、それぞれ本実施形態に係る制御装置１００－１における表示セットの表示形態の例を
示す図である。なお、図１２～図１５においては、上述した表示セットの構成レイアウト
と一部異なる例を示す。例えば、識別ナンバおよびフレンドリネーム等が画像３０の下に
配置され得る。
【００８６】
　制御部１０４は、表示セットの表示数に基づいて表示セットの表示領域を決定する。具
体的には、制御部１０４は、接続される撮像装置２００の数または表示セットの表示設定
情報等に基づいて表示セットの表示数を決定し、決定される表示数、ならびに表示セット
の表示可能な領域および画面の向きに基づいて表示セットの表示領域を決定する。
【００８７】
　例えば、制御部１０４は、表示セットの表示数が１または２である場合、図１２Ａに示
したような、マルチビュー画面の表示領域４０の長辺方向における長さの半分が一辺の長
さであり、当該一辺と直交する辺の長さがマルチビュー画面の表示領域４０の短辺方向の
長さの半分である矩形を、表示セット１つ分の表示領域に決定する。また、制御部１０４
は、画面の向きを特定し、特定される画面の向きが画面の基準となる方向、例えば水平方
向である場合、水平方向に当該表示領域が２つ並ぶように表示領域の配置を決定する。そ
して、表示部１０８は、割り当てられた表示領域に表示セットを表示する。なお、表示セ
ットの配置は、識別ナンバの示す順序に従って行われてもよく、ランダムに行われてもよ
い。
【００８８】
　なお、図１２Ｂでは、図１２Ａに示した画面と画面の縦横比が異なる。例えば、図１２
Ａでは、画面の縦横比が３：２であるのに対し、図１２Ｂでは画面の縦横比は１６：９で
ある。そのため、表示セットの各々の表示領域の縦横比も異なっている。
【００８９】
　また、図１２Ｃでは、図１２Ａおよび図１２Ｂに示した画面と画面の向きが異なる。例
えば、図１２Ｃでは、画面の基準となる方向が垂直方向である。そのため、表示セットの
表示領域の並びが垂直方向となっている。ここで、表示セットの表示領域の水平方向に空
きがある場合、当該表示セットの表示領域は水平方向に広げられてもよい。例えば、表示
セットの表示領域は、縦横比が１６：９となるまで広げられ得る。
【００９０】
　次に、図１３Ａ～図１３Ｃを参照して、表示セットの表示数が３または４である例につ
いて説明する。例えば、制御部１０４は、表示セットの表示数が３または４である場合、
表示数が２である場合と同様の処理を行うことによって、図１３Ａ～図１３Ｃに示したよ
うな、マルチビュー画面の表示領域４０を４分割して得られる矩形を、表示セット１つ分
の表示領域に決定する。
【００９１】
　次に、図１４Ａ～図１４Ｃを参照して、表示セットの表示数が５または６である例につ
いて説明する。例えば、制御部１０４は、表示セットの表示数が５または６である場合、
表示数が１～４である場合と同様の処理を行うことによって、図１４Ａ～図１４Ｃに示し
たような、マルチビュー画面の表示領域４０を６分割して得られる矩形を、表示セット１
つ分の表示領域に決定する。
【００９２】
　なお、表示される表示セットの数が、決定される表示数未満である場合、表示セットが
表示されない表示セットの表示領域が存在してもよい。例えば、表示数が６であり、かつ
表示される表示セットが５つ（例えば、撮像装置２００の接続数が５）である場合、図１
４Ｂに示したように、６つの表示セットの表示領域のうちの１つに表示セットが表示され
ない。なお、表示されない表示セットの数は２以上であってもよい。
【００９３】
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　次に、図１５Ａおよび図１５Ｂを参照して、表示セットの表示数が７～９および１０～
１２である例について説明する。例えば、制御部１０４は、表示セットの表示数が７～９
である場合、表示数が１～６である場合と同様の処理を行うことによって、図１５Ａに示
したような、マルチビュー画面の表示領域４０を９分割して得られる矩形を、表示セット
１つ分の表示領域に決定する。また、表示セットの表示数が１０～１２である場合は、図
１５Ｂに示したような、マルチビュー画面の表示領域４０を１２分割して得られる矩形が
表示セット１つ分の表示領域に決定される。
【００９４】
　なお、接続されている撮像装置２００のすべてに係る表示セットが表示されなくてもよ
い。例えば、撮像装置２００の接続数が５である場合に、制御部１０４は、ユーザ操作に
基づいて、図１３に示したようなマルチビュー画面が４分割される表示態様を選択し、接
続されている５つの撮像装置２００のうちの４つを選択する。そして、制御部１０４は、
選択される撮像装置２００に係る表示セットを表示部１０８に表示させ得る。
【００９５】
　なお、撮像装置２００に対応する画像は、上記のシングルビュー画面の説明において、
所定の時間間隔で撮像装置２００から受信される画像３０である例を説明したが、撮像装
置２００から画像が受信されない場合、制御部１０４は、画像３０の代わりに、未受信ま
たは受信中である旨を示す画像を表示部１０８に表示させてもよい。例えば、制御部１０
４は、撮像装置２００から画像３０が受信されない場合、図１１に示したような、画像を
取得中である旨を示す画像３８を記憶部１０６から取得し、取得される画像３８を表示部
１０８に表示させる。なお、その後に、画像が撮像装置２００から受信された場合、制御
部１０４は、表示させる画像を画像３８から受信された画像３０に切り替える。
【００９６】
　また、マルチビュー画面には、撮像装置２００の操作に係る画像が表示される。例えば
、マルチビュー画面には、図１１に示したように、撮影モード設定アイコン３４および撮
像装置２００への記録指示操作に係る記録操作アイコン３６が表示される。
【００９７】
　　　（表示画面の切り替え処理）
　次に、図１６および図１７を参照して、制御装置１００－１が表示する画面の切り替え
処理について説明する。図１６は、本実施形態に係る制御装置１００－１におけるマルチ
ビュー画面を経由したシングルビュー画面の切り替え処理の例を示す図であり、図１７は
、本実施形態に係る制御装置１００－１における撮像装置２００のリスト画面を経由した
シングルビュー画面の切り替え処理の例を示す図である。
【００９８】
　まず、図１６を参照して、マルチビュー画面を経由したシングルビュー画面の切り替え
処理について説明する。
【００９９】
　制御部１０４は、シングルビュー画面においてマルチビュー画面への遷移操作が行われ
ると、表示部１０８に、表示画面をシングルビュー画面からマルチビュー画面に遷移させ
る。例えば、制御部１０４は、シングルビュー画面において図１６の左図に示したような
撮影モードアイコン３２に隣接して表示される識別ナンバおよび撮像装置２００の接続数
へのタップ操作が行われると、表示部１０８に図１６の中左図に示したようなマルチビュ
ー画面を表示させる。
【０１００】
　次に、制御部１０４は、マルチビュー画面において表示される表示セットのいずれかを
選択する操作が行われると、表示部１０８に、表示画面をマルチビュー画面から選択され
た表示セットに対応する撮像装置２００についてのシングルビュー画面に遷移させる。例
えば、制御部１０４は、マルチビュー画面において、表示されている複数の表示セットの
うちの１つ、例えば識別ナンバが２である表示セットへのタップ操作が行われると、図１
６の右図に示したような、識別ナンバが２である撮像装置２００についてのシングルビュ
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ー画面を表示部１０８に表示させる。なお、当該タップ操作が行われてからシングルビュ
ー画面への画面遷移が行われるまでの間、制御部１０４は、画面遷移の処理中である旨を
示す画像６４を表示部１０８に表示させる。
【０１０１】
　続いて、図１７を参照して、撮像装置２００のリスト画面を経由したシングルビュー画
面の切り替え処理について説明する。
【０１０２】
　制御部１０４は、シングルビュー画面において撮像装置２００のリスト画面への遷移操
作が行われると、表示部１０８に、表示画面をシングルビュー画面から撮像装置２００の
リスト画面に遷移させる。例えば、制御部１０４は、シングルビュー画面において、図１
７の左図に示したような画面の戻りを指示するための戻り操作アイコン４２へのタップ操
作が行われると、表示部１０８に図１７の中左図に示したような撮像装置２００のリスト
画面を表示させる。
【０１０３】
　次に、制御部１０４は、撮像装置２００のリスト画面において表示される撮像装置２０
０を示す情報のうちのいずれかを選択する操作が行われると、表示部１０８に、表示画面
を撮像装置２００のリスト画面から選択された撮像装置２００を示す情報に係る撮像装置
２００についてのシングルビュー画面に遷移させる。例えば、制御部１０４は、撮像装置
２００のリスト画面において、表示されている複数の撮像装置２００を示す情報のうちの
１つ、例えば上から２番目の当該情報へのタップ操作が行われると、図１７の右図に示し
たような、当該タップ操作が行われた情報に係る撮像装置２００についてのシングルビュ
ー画面を表示部１０８に表示させる。なお、当該タップ操作が行われてからシングルビュ
ー画面への画面遷移が行われるまでの間、制御部１０４は、画面遷移の処理中である旨を
示す画像６４を表示部１０８に表示させる。
【０１０４】
　なお、撮像装置２００のリスト画面とマルチビュー画面との間の画面遷移が行われても
よい。例えば、シングルビュー画面と同様に、マルチビュー画面において戻り操作アイコ
ン４２へのタップ操作が行われると、制御部１０４は、撮像装置２００のリスト画面を表
示部１０８に表示させる。また、撮像装置２００のリスト画面に、マルチビュー画面への
遷移を指示するためのアイコンが追加的に配置され、制御部１０４は、当該アイコンへの
タップ操作が行われると、マルチビュー画面を表示部１０８に表示させる。
【０１０５】
　　　（撮影処理）
　次に、図１８および図１９を参照して、制御装置１００－１によるユーザ操作に基づく
撮像装置２００への動作指示の制御について説明する。例えば、制御部１０４は、ユーザ
操作に基づいて撮像装置２００へ画像の記録指示、すなわち撮影指示を行う。図１８は、
本実施形態に係る制御装置１００－１が表示するシングルビュー画面における撮影処理を
説明するための図であり、図１９は、本実施形態に係る制御装置１００－１が表示するマ
ルチビュー画面における撮影処理を説明するための図である。
【０１０６】
　まず、図１８を参照して、シングルビュー画面における撮影処理を説明する。
【０１０７】
　制御部１０４は、シングルビュー画面において画像の記録についての操作が行われると
、表示されている画像に対応する撮像装置２００についてのみ画像の記録に係る指示を行
う。例えば、制御部１０４は、シングルビュー画面において、記録操作アイコン３６への
タップ操作が行われると、図１８に示したように、接続されている撮像装置２００Ａ～２
００Ｄのうちのシングルビュー画面に表示されている画像に対応する撮像装置２００Ａに
のみ、通信を介して画像の記録に係る指示を行う。例えば、画像の記録に係る指示は、動
画の記録開始もしくは停止、または静止画の記録の指示等であり得る。なお、図１８にお
いて、点線は、制御装置１００－１と撮像装置２００とが通信を介して接続されているこ
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とを示し、破線は、制御装置１００－１から撮像装置２００への通信を介した動作指示を
示す。
【０１０８】
　続いて、図１９を参照して、マルチビュー画面における撮影処理を説明する。
【０１０９】
　制御部１０４は、マルチビュー画面において画像の記録についての操作が行われると、
表示されている表示セットに対応する撮像装置２００の各々について画像の記録に係る指
示を行う。例えば、制御部１０４は、マルチビュー画面において、記録操作アイコン３６
へのタップ操作が行われると、図１９に示したように、接続されている撮像装置２００Ａ
～２００Ｄのうちのマルチビュー画面に表示されている表示セットに対応する撮像装置２
００Ａ～２００Ｄの各々に、通信を介して画像の記録に係る指示を行う。また、制御部１
０４は、接続されている撮像装置２００の全てに動作指示を行ってもよい。
【０１１０】
　また、制御部１０４は、撮像装置２００が記録中の状態である旨を表示部１０８に表示
させてもよい。具体的には、制御部１０４は、記録中の状態である撮像装置２００に対応
する表示セットに記録中の状態を示すオブジェクトを追加する。例えば、撮像装置２００
は、画像の記録開始指示に従って画像の記録を開始すると、撮像装置２００の状態または
画像の記録を開始した旨等の情報を制御装置１００－１に送信する。当該情報が受信され
ると、制御部１０４は、当該情報の送信元である撮像装置２００に対応する表示セット、
例えば撮影モードアイコン３２等に重なるように記録中を示すアイコン４４を表示部１０
８に表示させる。あるいは、記録中を示す撮影モードアイコン３２が表示されてもよい。
【０１１１】
　なお、制御部１０４は、マルチビュー画面において表示される表示セットに対応する撮
像装置２００の一部にのみ動作指示を行ってもよい。例えば、制御部１０４は、マルチビ
ュー画面において選択される表示セットに対応する撮像装置２００にのみ、動作指示すな
わち画像の記録に係る指示を行い得る。
【０１１２】
　さらに、制御部１０４は、表示される表示セットに対応する撮像装置２００の各々の動
作状態に基づいて動作指示の内容を決定する。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２
００の各々についての画像の記録状態に基づいて、撮像装置２００の各々への画像の記録
に係る指示を決定する。さらに、図２０を参照して、当該動作指示の内容を決定する処理
について詳細に説明する。図２０は、本実施形態に係る制御装置１００－１における撮像
装置２００への画像の記録に係る指示の内容を決定する処理を説明するための図である。
【０１１３】
　制御部１０４は、マルチビュー画面において画像の記録についての操作が行われると、
表示されている表示セットに対応する撮像装置２００の各々の記録に係る動作状態が所定
の状態のうちのいずれの状態であるかを判定する。例えば、制御部１０４は、マルチビュ
ー画面において記録操作アイコン３６へのタップ操作が行われると、表示されている表示
セットに対応する撮像装置２００の各々の画像の記録状態を、各撮像装置２００から通信
を介して取得する。そして、制御部１０４は、取得される画像の記録状態の各々が所定の
状態、例えば図２０の表Ｔ１における左の列に示したような、すべての撮像装置２００が
記録を停止している状態、複数の撮像装置２００が記録を実行している状態、およびすべ
ての撮像装置２００が記録を実行している状態のうちのいずれの状態であるかを判定する
。なお、撮像装置２００の画像の記録状態は、事前に通信を介して取得され、記憶部１０
６に記憶されていてもよく、その場合、制御部１０４は、記憶部１０６から画像の記録状
態を取得する。
【０１１４】
　制御部１０４は、判定された状態および撮像装置２００の撮影モードに基づいて動作指
示の内容を決定する。具体的には、制御部１０４は、画像の記録に係る指示を行う撮像装
置２００の各々について、それぞれの撮影モードと判定された状態とに基づいて、それぞ
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れの撮像装置２００に指示する内容を決定する。例えば、制御部１０４は、例えばある撮
像装置２００について、撮影モードが動画系撮影のモードである場合、判定された状態に
応じて、図２０に示される表Ｔ１の中の列に示したような指示内容のうちのいずれかを選
択する。また、制御部１０４は、撮影モードが静止画系のモードである場合は、図２０に
示される表Ｔ１の右の列に示したような指示内容のうちのいずれかを選択する。そして、
制御部１０４は、動作指示の対象である撮像装置２００の各々について、上記の選択処理
を行い、選択された指示内容に従って各撮像装置２００に画像の記録に係る指示を行う。
【０１１５】
　このように、本開示の第１の実施形態によれば、制御装置１００－１は、複数の撮像装
置２００から無線通信を介して接続され、当該複数の撮像装置２００の各々と通信を行う
。そして、制御装置１００－１は、当該通信に基づいて、複数の撮像装置２００の各々に
対応する画像の各々を特定し、特定される当該画像の各々を一覧表示する。このため、制
御装置１００－１と複数の撮像装置２００の各々との動的な接続が可能にされ、当該複数
の撮像装置２００の各々から取得される画像の各々が一見して把握可能に表示される。こ
れにより、接続される複数の撮像装置２００との通信の形態について柔軟性をもたせなが
ら、ユーザによる当該撮像装置２００の各々に対応する画像の把握を容易にすることが可
能となる。
【０１１６】
　また、制御装置１００－１は、さらに、一覧表示状態における撮像装置２００に係るイ
ベントの発生に基づいて、一覧表示される画像に対応する撮像装置２００に係る動作制御
を行う。このため、ユーザが一覧で把握している撮像装置２００に関する動作制御が行わ
れることにより、ユーザが動作制御対象となる撮像装置２００の把握することを容易にし
、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０１１７】
　また、上記のイベントは、撮像装置２００に向けてのユーザ操作を含み、制御装置１０
０－１は、一覧表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々について、一覧表
示状態において行われるユーザ操作に基づく動作制御を行う。このため、ユーザは操作対
象の撮像装置２００の各々に対して個別に操作を行わずに済み、ユーザの手数を低減し、
利便性を向上させることが可能となる。
【０１１８】
　また、上記のユーザ操作に基づく動作制御は、撮像装置２００への動作指示の制御を含
む。このため、撮像装置２００への動作指示が一括制御されることにより、撮像装置２０
０の動作タイミング等がずれる可能性を低下させることが可能となる。
【０１１９】
　また、上記の動作指示は、撮像装置２００への画像の記録に係る指示を含み、制御装置
１００－１は、表示される画像に対応する撮像装置２００の各々の動作状態に基づいて指
示内容を決定する。このため、撮像装置２００の各々の動作が揃えられることにより、ユ
ーザの意図に合った撮像装置２００群の制御を実現することが可能となる。
【０１２０】
　また、制御装置１００－１は、一覧表示される画像の各々と撮像装置２００の各々との
対応関係を示すオブジェクトを画像の各々に関連して表示する。このように、例えば識別
ナンバおよびフレンドリネーム等がＥＥ画像に対応して表示されることにより、ユーザは
ＥＥ画像に対応する撮像装置２００を認識し易くなり、ユーザが撮像装置２００とＥＥ画
像との対応関係を誤ることによる操作ミスの発生を抑制することが可能となる。
【０１２１】
　また、制御装置１００－１は、画像の各々のうちの１つを単独表示し、当該画像の一覧
表示および単独表示のいずれかに表示を切り替える。このため、ユーザが一覧表示される
画像の各々に対応する撮像装置２００各々のうちの１つの撮像装置２００のみに注力した
い場合に、当該撮像装置２００の単独表示に表示が切り替えられることにより、ユーザの
利便性を向上させることが可能となる。
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【０１２２】
　また、制御装置１００－１は、単独表示される画像に対応する撮像装置２００について
のみ、単独表示状態において撮像装置２００に向けて行われるユーザ操作に基づく動作制
御を行う。このため、ユーザが操作したい撮像装置２００についてのみ動作制御が行われ
ることにより、ユーザの利便性をさらに向上させることが可能となる。
【０１２３】
　　＜２－３．変形例＞
　以上、本開示の第１の実施形態について説明した。なお、本実施形態は、上述の例に限
定されない。以下に、本実施形態の第１～第３の変形例について説明する。
【０１２４】
　　　（第１の変形例）
　本実施形態の第１の変形例として、制御装置１００－１は、画像の記録に係る指示に基
づいて行われる撮像装置２００の動作結果をユーザに通知してもよい。具体的には、通信
部１０２は、画像の記録に係る指示に基づいて行われる撮像装置２００の記録動作によっ
て得られる画像を受信し、制御部１０４は、受信される画像を表示部１０８に表示させる
。
【０１２５】
　例えば、通信部１０２は、制御部１０４の指示に基づいて、撮影モードが静止画モード
である撮像装置２００に記録指示を送信し、当該撮像装置２００の撮像により得られる画
像を受信する。制御部１０４は、確認表示すなわちプレビューとして受信された画像を表
示部１０８に表示させる。さらに、制御部１０４は、ユーザに当該画像を保存するかを選
択させる画像を表示部１０８に表示させ、保存を選択する操作が行われると、当該画像を
記憶部１０６に記憶させる。
【０１２６】
　さらに、制御部１０４は、画像のプレビューおよび保存についての設定情報に基づいて
プレビューを行うかを判定してもよい。プレビューの設定情報について、図２１を参照し
て詳細に説明する。図２１は、本実施形態の第１の変形例に係る画像のプレビューおよび
保存の設定情報の例を示す図である。
【０１２７】
　まず、制御部１０４は、撮像装置２００から画像が受信されると、プレビューおよび保
存の設定情報を取得する。例えば、プレビューおよび保存の有無を示す設定情報は記憶部
１０６に記憶され、制御部１０４は、撮像装置２００から画像が受信されると、当該設定
情報を記憶部１０６から取得する。
【０１２８】
　次に、制御部１０４は、撮像装置２００の撮影モードと取得される設定情報とに基づい
て、受信画像のプレビューの有無を判定する。例えば、制御部１０４は、図２１の表Ｔ２
に示したように、プレビュー（表示）および保存の設定状態がＯＮまたはＯＦＦであるか
、および撮影モードが静止画（通常）または静止画（連写）であるかに応じてプレビュー
（表示）を行うかを決定する。例えば、制御部１０４は、撮影モードが静止画（通常）で
ある場合、プレビュー（表示）の設定がＯＮである場合にプレビューを行い、撮影モード
が静止画（連写）である場合、プレビュー（表示）または保存の設定がＯＮである場合に
プレビューを行う。これは、撮影モードが静止画（連写）である場合、受信される画像が
複数存在するので、当該複数の画像のうちのいずれを保存するか、または全てを保存する
かをユーザに選択させるためである。
【０１２９】
　なお、制御部１０４は、画面がシングルビュー画面またはマルチビュー画面であるかに
応じて判定結果を変更してもよい。具体的には、制御部１０４は、シングルビュー画面に
おいては上記のように判定を行い、マルチビュー画面においては、撮像装置２００から受
信される画像のプレビューを行わない。例えば、制御部１０４は、図２１の表Ｔ２に示し
たように、プレビュー（表示）および保存の設定情報の内容および撮影モードがいずれの
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モードであるかによらず、マルチビュー画面では常にプレビュー（表示）を行わない。
【０１３０】
　このように、本実施形態の第１の変形例によれば、制御装置１００－１は、画像の記録
に係る指示に基づく撮像装置２００の記録動作によって得られる画像についてユーザへの
確認表示を行う。
【０１３１】
　また、制御装置１００－１は、一覧表示状態においては、画像の記録に係る指示に基づ
いて行われる撮像装置２００の記録の結果についてユーザへの確認表示を行わない。ここ
で、マルチビュー画面における画像の記録に係る指示に対しては、複数の撮像装置２００
から記録結果として画像が受信される場合があり、受信される画像の各々についてプレビ
ューを行うと、表示画面が複雑となり得る。しかし、本変形例の処理によれば、マルチビ
ュー画面においてプレビューが行われないことにより、表示画面の視認性の低下を抑制す
ることが可能となる。
【０１３２】
　なお、上記では、プレビューは撮影モードが静止画に係るモードである場合に行われる
例を説明したが、プレビューは撮影モードが動画系撮影のモードである場合に行われても
よい。
【０１３３】
　また、マルチビュー画面において複数の撮像装置２００から記録に係る画像が受信され
る場合、制御部１０４は、当該複数の撮像装置２００の各々を１つのグループとして、受
信される画像の各々を当該グループ単位で記憶部１０６に保存させてもよい。例えば、制
御部１０４は、複数の撮像装置２００から画像が受信されると、当該撮像装置２００の各
々を１つのグループとして、例えば共通のディレクトリ等に受信画像の各々が保存される
ように受信画像を記憶部１０６に記憶させる。この場合、同時期に接続される撮像装置２
００から受信された画像の整理が容易となり、ユーザの利便性を向上させることが可能と
なる。
【０１３４】
　　　（第２の変形例）
　本実施形態の第２の変形例として、制御装置１００－１は、画像に記録に係る指示と異
なる他の動作指示、例えば撮像装置２００の設定に係る指示を行ってもよい。具体的には
、制御装置１００－１は、単独表示状態または一覧表示状態において行われるユーザ操作
に基づいて撮像装置２００への設定に係る指示を行う。まず、図２２を参照して、単独表
示状態における撮像装置２００への設定指示動作について説明する。図２２は、本実施形
態の第２の変形例に係る制御装置１００－１のシングルビュー画面における撮像装置２０
０への設定指示動作の例を説明するための図である。
【０１３５】
　制御装置１００－１は、シングルビュー画面において撮像装置２００の設定に係る操作
が行われると、表示される画像に対応する撮像装置２００についてのみ設定に係る指示を
行う。例えば、制御部１０４は、シングルビュー画面において、撮像装置２００の設定に
係るアイコン２０または撮影モード設定アイコン３４へのタップ操作が行われると、図２
２に示したように、撮影モードの選択画面６６を表示部１０８に表示させる。そして、制
御部１０４は、撮影モードの選択画面６６にて撮影モードが選択されると、図２２に示し
たように、接続されている撮像装置２００Ａ～２００Ｄのうちの画面に表示されている画
像に対応する撮像装置２００Ａにのみ、通信を介して、撮影モードの設定に係る指示を行
う。
【０１３６】
　続いて、図２３を参照して、一覧表示状態における撮像装置２００への設定指示動作に
ついて説明する。図２３は、本実施形態の第２の変形例に係る制御装置１００－１のマル
チビュー画面における撮像装置２００への設定指示動作の例を説明するための図である。
【０１３７】
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　制御装置１００－１は、マルチビュー画面において撮像装置２００の設定に係る操作が
行われると、表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々に設定に係る指示を
行う。例えば、制御部１０４は、マルチビュー画面において、撮影モード設定アイコン３
４へのタップ操作が行われると、図２３に示したように、撮影モードの選択画面６６を表
示部１０８に表示させる。そして、制御部１０４は、撮影モードの選択画面６６にて撮影
モードが選択されると、接続されている撮像装置２００Ａ～２００Ｄのうちのマルチビュ
ー画面に表示されている表示セットに対応する撮像装置２００Ａ～２００Ｄの各々に、通
信を介して撮影モードの設定に係る指示を行う。
【０１３８】
　ここで、制御部１０４は、表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々の間
で共通する設定に基づいて指示内容を決定する。例えば、制御部１０４は、表示される表
示セットの各々に対応する撮像装置２００Ａ～２００Ｄの各々の間で共通する選択可能な
撮影モードを選出し、撮影モードの選択画面６６に当該撮影モードを表示させる。そして
、制御部１０４は、撮影モードの選択画面６６にてユーザにより選択される撮影モードに
撮影モードを変更するように撮像装置２００の各々に通信を介して指示する。
【０１３９】
　なお、上記では、マルチビュー画面における撮像装置２００への設定内容が撮影モード
の設定である例を説明したが、撮像装置２００への設定内容は通信モードの設定等の他の
設定であってもよい。
【０１４０】
　このように、本実施形態の第２の変形例によれば、制御装置１００－１は、単独表示状
態または一覧表示状態において行われるユーザ操作に基づいて撮像装置２００への設定に
係る指示を行う。
【０１４１】
　また、制御装置１００－１は、マルチビュー画面において撮像装置２００の設定に係る
操作が行われると、表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々に設定に係る
指示を行う。このため、撮像装置２００の各々に対する個別の操作が省かれることにより
、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０１４２】
　また、制御装置１００－１は、表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々
の間で共通する設定に基づいて指示内容を決定する。このため、選択される設定に対応し
ていない撮像装置２００に当該設定に係る指示が送信されないことにより、当該撮像装置
２００でのエラー発生、および当該撮像装置に当該設定が可能であるとユーザが認識を誤
ることを抑制することが可能となる。
【０１４３】
　　　（第３の変形例）
　本実施形態の第３の変形例として、制御装置１００－１は、設定中の通信モードにおい
て対応していない操作が行われた場合、ユーザにその旨を通知してもよい。具体的には、
制御部１０４は、通信モードがマルチ接続モードである場合に、マルチ接続モードに対応
していない操作が行われた場合、操作が未対応である旨をユーザに通知する画像を表示部
１０８に表示させる。さらに、図２４Ａ～図２４Ｄを参照して、設定中の通信モードにお
いて未対応である操作が行われた場合の処理について説明する。図２４Ａ～図２４Ｄは、
それぞれ本実施形態の第３の変形例に係る制御装置１００－１における、行われた操作が
未対応である旨の表示の例を説明するための図である。
【０１４４】
　例えば、制御部１０４は、マルチ接続モードにおいて、シングル接続を行う操作、例え
ばＮＦＣ通信を伴う撮像装置２００への制御装置１００－１によるタッチ操作が行われる
と、マルチ接続中である旨を通知する画像を表示部１０８に表示させる。表示部１０８は
、例えば図２４Ａ～図２４Ｄに示したような画像６８を表示する。なお、図２４Ａ～図２
４Ｄでは、各表示画面で同一の画像６８が表示される例を説明したが、それぞれにおいて
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異なる画面が表示されてもよい。また、画像６８は、所定の時間経過後に消滅する画像、
例えばトースト表示であってもよい。
【０１４５】
　このように、本実施形態の第３の変形例によれば、設定中の通信モードにおいて対応し
ていない操作が行われた場合、ユーザにその旨を通知してもよい。このため、ユーザは設
定中の通信モードにおいて未対応の操作であることを知らずに当該操作を繰り返し行わず
に済み、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０１４６】
　＜３．第２の実施形態（撮像装置の状態変化に基づく動作制御）＞
　以上、本開示の第１の実施形態に係る制御装置１００－１について説明した。次に、本
開示の第２の実施形態に係る制御装置１００－２について説明する。制御装置１００－２
は、一覧表示される画像の各々に対応する撮像装置２００の各々の状態変化に基づいて、
当該状態変化を示す表示制御を行う。
【０１４７】
　　＜３－１．装置の構成＞
　本開示の第２の実施形態に係る制御装置１００－２の構成は、第１の実施形態に係る構
成と実質的に同一であるが、制御部１０４の機能が一部異なる。なお、第１の実施形態と
実質的に同一である機能については説明を省略する。
【０１４８】
　　　（制御装置の機能構成）
　制御部１０４は、接続されている撮像装置２００の各々の状態変化に基づいて、当該状
態変化を示す表示制御を行う。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２００の各々の通
信状態の変化を示す表示制御を行う。さらに、制御部１０４は、設定されている表示モー
ドに応じて異なる表示制御を行う。
【０１４９】
　表示モードがシングルビューモードである場合、制御部１０４は、単独表示される画像
に対応する撮像装置２００の状態変化を示す表示制御を行う。また、制御部１０４は、単
独表示される画像に対応する撮像装置２００以外の撮像装置２００の状態変化を示す表示
制御を行う。具体的には、制御部１０４は、単独表示される画像に対応する撮像装置２０
０の通信状態の変化に基づいて当該通信状態の変化を示す表示制御および当該撮像装置２
００以外の撮像装置２００の通信状態の変化に基づいて当該通信状態の変化を示す表示制
御を行う。例えば、制御部１０４は、単独表示される画像に対応する撮像装置２００との
通信が切断された場合、表示モードをマルチビューモードに切り替える。また、制御部１
０４は、単独表示される画像に係る撮像装置２００以外の撮像装置２００との通信接続の
有無が変化した場合、当該通信接続の有無が変化した旨を示す画像を表示部１０８に表示
させる。
【０１５０】
　表示モードがマルチビューモードである場合、制御部１０４は、一覧表示される画像の
各々に対応する撮像装置２００の各々の状態変化に基づいて、当該状態変化を示す表示制
御を行う。具体的には、制御部１０４は、撮像装置２００の通信状態の変化に基づいて当
該通信状態の変化を示す表示制御を行う。例えば、制御部１０４は、通信接続の有無の変
化に係る撮像装置２００に対応する画像の表示を制御する。
【０１５１】
　　＜３－２．装置の動作＞
　次に、本実施形態に係る制御装置１００－２の処理について説明する。
【０１５２】
　　　（全体処理フロー）
　まず、図２５を参照して、制御装置１００－２の処理全体の概要について説明する。図
２５は、本実施形態に係る制御装置１００－２の処理全体の概要を概念的に示すフローチ
ャートである。なお、第１の実施形態における処理と実質的に同一である処理については
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説明を省略する。
【０１５３】
　まず、制御装置１００－２は、マルチ接続モードでアプリケーションを起動し（ステッ
プＳ４０２）、接続された撮像装置２００から受信される画像を表示する（ステップＳ４
０４）。
【０１５４】
　次に、制御装置１００－２は、撮像装置２００の通信接続の有無が変化したかを判定す
る（ステップＳ４０６）。具体的には、制御部１０４は、接続されている撮像装置２００
の通信が切断されたか、または新たな撮像装置２００と通信接続されたかを判定する。
【０１５５】
　撮像装置２００の通信接続の有無が変化したと判定される場合、制御装置１００－２は
、表示モードがマルチビューモードであるかを判定する（ステップＳ４０８）。具体的に
は、撮像装置２００との通信が切断され、または新規に接続されたと判定される場合、制
御部１０４は、表示モードがマルチビューモードであるかを判定する。
【０１５６】
　表示モードがマルチビューモードであると判定される場合、制御装置１００－２は、表
示画像に対応する撮像装置２００の状態変化を示す表示制御を実行する（ステップＳ４１
０）。具体的には、制御部１０４は、一覧表示される画像に対応する撮像装置２００のう
ちの通信状態が変化した撮像装置２００に対応する画像の表示制御を実行する。
【０１５７】
　表示モードがマルチビューモードでない、すなわちシングルビューモードであると判定
される場合、制御装置１００－２は、通信接続の有無が変化した撮像装置２００が表示画
像に対応する撮像装置２００であるかを判定する（ステップＳ４１２）。具体的には、制
御部１０４は、通信が切断された撮像装置２００が表示画像に対応する撮像装置２００で
あるかを判定する。
【０１５８】
　通信接続の有無が変化した撮像装置２００が表示画像に対応する撮像装置２００である
と判定される場合、制御装置１００－２は、表示モードをマルチビューモードに変更する
（ステップＳ４１４）。具体的には、制御部１０４は、通信が切断された撮像装置２００
が表示画像に対応する撮像装置２００であると判定される場合、表示モードをマルチビュ
ーモードに変更し、表示部１０８に表示画面をマルチビュー画面に遷移させる。
【０１５９】
　通信接続の有無が変化した撮像装置２００が表示画像に対応する撮像装置２００でない
と判定される場合、制御装置１００－２は、通信接続の有無の変化を示す画像を一時的に
表示する（ステップＳ４１６）。具体的には、制御部１０４は、通信が切断された撮像装
置２００が表示画像に対応する撮像装置２００でない、または撮像装置２００から新たに
通信接続されたと判定される場合、当該通信切断または通信接続を示す画像を所定の時間
、表示部１０８に表示させる。
【０１６０】
　続いて、制御装置１００－２における撮像装置２００の通信接続の状態変化に基づく表
示制御処理について説明する。まず、図２６Ａ～図２６Ｄを参照して、撮像装置２００が
新たに通信接続される場合の表示制御処理について説明する。図２６Ａ～図２６Ｄは、本
実施形態に係る制御装置１００－２における撮像装置２００が新たに通信接続される場合
の表示制御処理を説明するための図である。
【０１６１】
　　　（新たに撮像装置２００と通信接続される場合の表示制御処理）
　まず、制御部１０４は、新たに撮像装置２００との通信接続が確立されると、表示画面
の種類を特定する。例えば、制御部１０４は、撮像装置２００との通信接続が新たに追加
されると、表示中の画面が、撮像装置２００の接続待ちである旨を示す待機画面、撮像装
置２００のリスト画面または操作画面のうちのシングルビュー画面もしくはマルチビュー
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画面のうちのいずれの画面であるかを特定する。
【０１６２】
　次に、制御部１０４は、特定される表示画面の種類に応じた表示制御を行う。例えば、
制御部１０４は、表示画面が待機画面である場合、図２６Ａの下段に示したように、表示
部１０８に、表示画面を撮像装置２００のリスト画面に遷移させると共に、撮像装置２０
０が新たに通信接続された旨を示す画像７０を表示させる。また、制御部１０４は、表示
画面が撮像装置２００のリスト画面である場合、図２６Ｂの下段に示したように、表示部
１０８に、新たに通信接続された撮像装置２００の撮像装置２００を示す情報をリスト画
面に追加表示させると共に、撮像装置２００が新たに通信接続された旨を示す画像７０を
表示させる。なお、画像７０は、所定の時間経過後に消滅する画像、例えばトースト表示
であってもよい。
【０１６３】
　また、制御部１０４は、表示画面がシングルビュー画面である場合、図２６Ｃの下段に
示したように、表示部１０８に、接続されている撮像装置２００の数を示す表示を更新さ
せると共に、撮像装置２００が新たに通信接続された旨を示す画像７０を表示させる。ま
た、制御部１０４は、表示画面がマルチビュー画面である場合、図２６Ｄの下段に示した
ように、表示部１０８に、新たに通信接続された撮像装置２００に対応する表示セットを
追加表示させると共に、撮像装置２００が新たに通信接続された旨を示す画像７０を表示
させる。
【０１６４】
　次に、図２７Ａ～図２７Ｃおよび図２８を参照して、撮像装置２００との通信が切断さ
れる場合の表示制御処理について説明する。図２７Ａ～図２７Ｃおよび図２８は、本実施
形態に係る制御装置１００－２における撮像装置２００との通信が切断される場合の表示
制御処理を説明するための図である。なお、上述の処理と実質的に同一である処理につい
ては説明を省略する。
【０１６５】
　　　（撮像装置２００との通信が切断される場合の表示制御処理）
　まず、制御部１０４は、撮像装置２００との通信が切断されると、表示画面の種類を特
定する。
【０１６６】
　次に、制御部１０４は、特定される表示画面の種類に応じた表示制御を行う。例えば、
制御部１０４は、表示画面が撮像装置２００のリスト画面である場合、図２７Ａの下段に
示したように、表示部１０８に、通信が切断された撮像装置２００の撮像装置２００を示
す情報をリスト画面から削除させると共に、通信が切断された撮像装置２００および当該
撮像装置２００との通信が切断された旨を示す画像７２を表示させる。なお、画像７２は
、所定の時間経過後に消滅する画像、例えばトースト表示であってもよい。
【０１６７】
　また、制御部１０４は、表示画面がシングルビュー画面である場合、通信が切断された
撮像装置２００が表示画面に対応する撮像装置２００であるかを判定する。そして、制御
部１０４は、通信が切断された撮像装置２００が表示画面に対応する撮像装置２００でな
いと判定される場合、図２７Ｂの下段の左図に示したように、表示部１０８に、接続され
ている撮像装置２００の数を示す表示を更新させると共に、通信が切断された撮像装置２
００および当該撮像装置２００との通信が切断された旨を示す画像７２を表示させる。ま
た、制御部１０４は、通信が切断された撮像装置２００が表示画面に対応する撮像装置２
００であると判定される場合、図２７Ｂの下段の右図に示したように、表示部１０８に、
表示画面をマルチビュー画面に遷移させると共に、通信が切断された撮像装置２００およ
び当該撮像装置２００との通信が切断された旨を示す画像７２を表示させる。なお、遷移
先のマルチビュー画面において、通信が切断された撮像装置２００に対応する表示セット
は表示されない。
【０１６８】
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　また、制御部１０４は、表示画面がマルチビュー画面である場合、図２７Ｃの下段に示
したように、表示部１０８に、通信が切断された撮像装置２００に対応する表示セットを
削除させると共に、通信が切断された撮像装置２００および当該撮像装置２００との通信
が切断された旨を示す画像７２を表示させる。なお、表示セットの削除と共に、表示セッ
トが変更されてもよい。例えば、削除された表示セットの識別ナンバよりも後の識別ナン
バに係る表示セットにおいては、識別ナンバが繰り上げられ得る。
【０１６９】
　なお、制御部１０４は、接続されている撮像装置２００が存在しなくなった場合、表示
部１０８に、表示画面を撮像装置２００の接続待ちである旨を示す待機画面に遷移させて
もよい。例えば、制御部１０４は、撮像装置２００との通信が切断された場合、少なくと
も１つの撮像装置２００が接続されているかを判定する。１つの撮像装置２００も接続さ
れていないと判定される場合、制御部１０４は、表示部１０８に、表示画面を待機画面に
遷移させる。例えば、表示画面が撮像装置２００のリスト画面、シングルビュー画面また
はマルチビュー画面のいずれかである場合、図２８に示したように、表示画面が待機画面
に遷移される。
【０１７０】
　このように、本開示の第２の実施形態によれば、制御装置１００－２は、一覧表示され
る画像の各々に対応する撮像装置２００の各々の状態変化を示す表示制御を行う。このた
め、ユーザは、一覧表示される撮像装置２００の状態変化を容易に把握することができ、
当該状態変化に迅速に対処することが可能となる。
【０１７１】
　また、上記の撮像装置２００の状態変化は、撮像装置２００の通信状態の変化を含む。
このため、撮像装置２００の制御につながる撮像装置２００との通信の状態変化がユーザ
に示されることにより、当該状態変化をユーザが知らないことによる撮像装置２００の制
御漏れおよび誤制御を抑制することが可能となる。
【０１７２】
　また、制御装置１００－２は、通信接続の有無が変化した撮像装置２００に係る画像の
表示を制御する。このため、通信接続の有無の変化がユーザに示されることにより、撮像
装置２００の制御漏れまたは誤制御をさらに抑制することが可能となる。
【０１７３】
　また、制御装置１００－２は、シングルビュー画面において、単独表示される画像に対
応する撮像装置２００以外の撮像装置２００の状態変化を示す表示制御を行う。このため
、１つの撮像装置２００の操作に注力しながら他の撮像装置２００の状態をユーザに示す
ことにより、表示モード、すなわち表示画面を切り替える手間を省略し、ユーザの利便性
を向上させることが可能となる。
【０１７４】
　　＜３－３．変形例＞
　以上、本開示の第２の実施形態について説明した。なお、本実施形態は、上述の例に限
定されない。以下に、本実施形態の変形例について説明する。
【０１７５】
　本実施形態の変形例として、制御装置１００－２は、撮像装置２００における異常の発
生に基づいて表示制御を行ってもよい。具体的には、制御部１０４は、第１の異常として
の、継続的に発生する継続エラーの発生を示すオブジェクトを表示部１０８に表示させる
。なお、継続エラーは、連続的または断続的に発生するエラーを含み、例えば撮像装置２
００におけるメディアの未セットまたは撮像装置２００の温度上昇等であり得る。さらに
、図２９および図３０を参照して、撮像装置２００における継続エラーの発生に基づく表
示制御処理について説明する。図２９は、本実施形態の変形例に係る制御装置１００－２
のシングルビュー画面における継続エラーに係る表示の例を示す図であり、図３０は、本
実施形態の変形例に係る制御装置１００－２のマルチビュー画面における継続エラーに係
る表示の例を示す図である。



(28) JP 6332017 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

【０１７６】
　　　（継続エラーの発生に基づく表示制御）
　まず、制御部１０４は、撮像装置２００におけるエラーの発生を検出する。例えば、制
御部１０４は、エラーの発生した撮像装置２００から受信されるエラー情報に基づいて撮
像装置２００におけるエラーの発生を検出する。
【０１７７】
　撮像装置２００におけるエラーの発生が検出されると、制御部１０４は、検出されるエ
ラーの種別を特定する。例えば、制御部１０４は、撮像装置２００から受信されるエラー
情報に含まれるエラー種別情報等に基づいてエラーの種別を特定する。
【０１７８】
　次に、制御部１０４は、特定されるエラーの種別が継続エラーである場合、設定中の表
示モードに応じて、継続エラーの発生を示す表示を行う。
【０１７９】
　例えば、表示モードがシングルビューモードである場合、制御部１０４は、図２９に示
したような継続エラーの発生を示すアイコンおよびエラーの内容を説明する文字列からな
る画像７４を表示部１０８に表示させる。なお、当該画像７４は、継続エラーが発生して
いる間、表示され続ける。
【０１８０】
　また、表示モードがマルチビューモードである場合、制御部１０４は、継続エラーの発
生を示すオブジェクトを継続エラーが発生した撮像装置２００に対応する画像に関連して
表示部１０８に表示させる。例えば、制御部１０４は、図３０に示したような継続エラー
の発生を示すアイコン７６を、表示部１０８に、継続エラーが発生した撮像装置２００に
対応する表示セット、例えば画像３０に重畳表示させる。
【０１８１】
　　　（単発エラーの発生に基づく表示制御）
　また、制御部１０４は、第２の異常としての、単発的に発生する単発エラーの発生を示
すオブジェクトを表示部１０８に表示させてもよい。例えば、単発エラーは、撮像装置２
００における動作の失敗、または対応していない動作の指示の受信等であり得る。図３１
Ａおよび図３１Ｂならびに図３２を参照して、撮像装置２００における単発エラーの発生
に基づく表示制御処理について説明する。図３１Ａおよび図３１Ｂは、本実施形態の変形
例に係る制御装置１００－２のシングルビュー画面における単発エラーに係る表示の例を
示す図であり、図３２は、本実施形態の変形例に係る制御装置１００－２のマルチビュー
画面における単発エラーに係る表示の例を示す図である。なお、継続エラーの処理と実質
的に同一である処理については説明を省略する。
【０１８２】
　まず、制御部１０４は、撮像装置２００におけるエラーの発生を検出し、検出されるエ
ラーの種別を特定する。
【０１８３】
　次に、制御部１０４は、特定されるエラーの種別が単発エラーである場合、設定中の表
示モードに応じて、単発エラーの発生を示す表示を行う。
【０１８４】
　例えば、表示モードがシングルビューモードである場合、制御部１０４は、単発エラー
が発生した撮像装置２００がシングルビュー画面に表示される画像に係る撮像装置２００
であるかを判定する。単発エラーが発生した撮像装置２００が表示画像に係る撮像装置２
００であると判定される場合、制御部１０４は、図３１Ａに示したような単発エラーが表
示画像に係る撮像装置２００で発生した旨およびそのエラーの内容を説明する文字列を含
むダイアログ７８を表示部１０８に表示させる。なお、当該ダイアログ７８は、ユーザの
確認操作が行われると表示画面から消去される。また、制御部１０４は、単発エラーが発
生した撮像装置２００が表示画像に係る撮像装置２００以外の他の撮像装置２００である
と判定される場合、図３１Ｂに示したような単発エラーが当該他の撮像装置２００で発生
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した旨を示す画像８０を表示部１０８に表示させる。なお、当該画像８０は、所定の時間
経過後に消滅する画像、例えばトースト表示であってもよい。
【０１８５】
　また、表示モードがマルチビューモードである場合、制御部１０４は、図３２に示した
ような単発エラーが当該他の撮像装置２００で発生した旨を示す画像８２を表示部１０８
に表示させる。なお、複数の撮像装置２００の各々で単発エラーが発生した場合、制御部
１０４は、表示部１０８に、単発エラーの発生した撮像装置２００の各々についての画像
８２を、エラーの発生順に表示および消滅を行わせてもよく、画像８２を複数並べて表示
させてもよい。
【０１８６】
　このように、本実施形態の変形例によれば、制御装置１００－２は、一覧表示される画
像の各々に対応する撮像装置２００の各々における異常の発生を示す表示制御を行う。こ
のため、一覧表示に係る撮像装置２００の異常がユーザに示されることにより、ユーザは
当該異常が発生した撮像装置２００を個別に操作するために表示画面をシングルビュー画
面に素早く切り替えて対処することが可能となる。
【０１８７】
　また、制御装置１００－２は、継続エラーの発生を示すオブジェクトを表示する。この
ため、ユーザに継続エラーの発生をより認識させ易くすることにより、継続エラーの発生
が見落とされる可能性を低下させることが可能となる。
【０１８８】
　また、制御装置１００－２は、継続エラーの発生を示すオブジェクトを継続エラーが発
生した撮像装置２００に対応する画像に関連して表示する。このため、いずれの撮像装置
２００で継続エラーが発生したかが把握され易くなることにより、継続エラーへの対処を
より迅速に行うことが可能となる。
【０１８９】
　また、制御装置１００－２は、所定の時間の経過によって消去される、単発エラーの発
生を示すオブジェクトを表示する。このため、継続されない単発のエラーに係る表示が表
示画面に残り続けることによって、単発エラーの発生が繰り返された場合に、表示画面の
視認性が低下することを防止することが可能となる。
【０１９０】
　＜４．本開示の一実施形態に係る制御装置のハードウェア構成＞
　以上、本開示の各実施形態に係る制御装置１００について説明した。上述した制御装置
１００の処理は、ソフトウェアと、以下に説明する制御装置１００のハードウェアとの協
働により実現される。
【０１９１】
　図３３は、本開示に係る制御装置１００のハードウェア構成を示した説明図である。図
３３に示したように、制御装置１００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１３２
と、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）１３４と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）１３６
と、ブリッジ１３８と、バス１４０と、インターフェース１４２と、入力装置１４４と、
出力装置１４６と、ストレージ装置１４８と、ドライブ１５０と、接続ポート１５２と、
通信装置１５４とを備える。
【０１９２】
　ＣＰＵ１３２は、演算処理装置として機能し、各種プログラムと協働して制御装置１０
０内の制御部１０４の動作を実現する。また、ＣＰＵ１３２は、マイクロプロセッサであ
ってもよい。ＲＯＭ１３４は、ＣＰＵ１３２が使用するプログラムまたは演算パラメータ
等を記憶する。ＲＡＭ１３６は、ＣＰＵ１３２の実行にいて使用するプログラムまたは実
行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。ＲＯＭ１３４およびＲＡＭ１３６
により、制御装置１００内の記憶部１０６の一部を実現する。ＣＰＵ１３２、ＲＯＭ１３
４およびＲＡＭ１３６は、ＣＰＵバスなどから構成される内部バスにより相互に接続され
ている。
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【０１９３】
　入力装置１４４は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段、およびユーザによる入
力に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ１３２に出力する操作検出部１１０のような入力
制御回路などから構成されている。制御装置１００のユーザは、入力装置１４４を操作す
ることにより、制御装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したり
することができる。
【０１９４】
　出力装置１４６は、例えば、液晶ディスプレイ（LCD）装置、ＯＬＥＤ（Organic　Ligh
t　Emitting　Diode）装置、ランプなどの装置への出力を行う。さらに、出力装置１４６
は、スピーカおよびヘッドフォンなどの音声出力を行ってもよい。
【０１９５】
　ストレージ装置１４８は、データ格納用の装置である。ストレージ装置１４８は、記憶
媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置
および記憶媒体に記録されるデータを削除する削除装置等を含んでもよい。ストレージ装
置１４８は、ＣＰＵ１３２が実行するプログラムや各種データを格納する。
【０１９６】
　ドライブ１５０は、記憶媒体用リーダライタであり、制御装置１００に内蔵、あるいは
外付けされる。ドライブ１５０は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体に記録されている情報を読み出し
て、ＲＡＭ１３４に出力する。また、ドライブ１５０は、リムーバブル記憶媒体に情報を
書込むこともできる。
【０１９７】
　接続ポート１５２は、例えば、制御装置１００の外部の情報処理装置または周辺機器と
接続するためのバスである。また、接続ポート１５２は、ＵＳＢ（Universal　Serial　B
us）であってもよい。
【０１９８】
　通信装置１５４は、例えば、制御装置１００の通信部１０２の一例として、ネットワー
クに接続するための通信デバイスで構成される通信インターフェースである。また、通信
装置１５４は、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）対応通信装置であってもよく、ＬＴ
Ｅ（Long　Term　Evolution）対応通信装置であってもよい。
【０１９９】
　＜５．むすび＞
　以上、本開示の第１の実施形態によれば、制御装置１００－１と複数の撮像装置２００
の各々との動的な接続が可能にされ、当該複数の撮像装置２００の各々から取得される画
像の各々が一見して把握可能に表示される。これにより、接続される複数の撮像装置２０
０との通信の形態について柔軟性をもたせながら、ユーザによる当該撮像装置２００の各
々に対応する画像の把握を容易にすることが可能となる。また、本開示の第２の実施形態
によれば、ユーザは、一覧表示される撮像装置２００の状態変化を容易に把握することが
でき、当該状態変化に迅速に対処することが可能となる。
【０２００】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０２０１】
　例えば、上記実施形態では、各処理における画面遷移の例を説明したが、本技術はかか
る例に限定されない。例えば、制御部１０４は、表示部１０８に、上記実施形態で説明し
た画面のうちのいずれかを経由せずに、または別の画面を経由するように画面を遷移させ
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てもよい。例えば、制御部１０４は、表示部１０８に、図５の中図に示した画面を経由せ
ず、左図に示した待機画面から直接的に右図に示した通信モードの設定変更の確認画面に
遷移させてもよい。その場合、待機画面において、通信モードの設定変更を行うためのボ
タン等のＧＵＩが用意される。
【０２０２】
　また、上記第２の実施形態では、マルチビュー画面において、通信接続の状態変化に基
づいて表示セットの表示内容が制御される例を説明したが、表示セットの表示レイアウト
が制御されてもよい。例えば、制御部１０４は、通信接続が追加または削除されると、接
続されている撮像措置２００の数に応じて表示セットの表示数を増減させ、または維持し
得る。
【０２０３】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０２０４】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通信
を行うことと、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の各々を
特定することと、特定される前記画像の各々を一覧表示することと、を含む制御方法。
（２）一覧表示状態における前記撮像装置に係るイベントの発生に基づいて、一覧表示さ
れる前記画像に対応する前記撮像装置に係る動作制御を行うことをさらに含む、前記（１
）に記載の制御方法。
（３）前記イベントは、前記撮像装置に向けてのユーザ操作を含み、一覧表示される前記
画像の各々に対応する前記撮像装置の各々について、一覧表示状態において行われる前記
ユーザ操作に基づく動作制御を行うことをさらに含む、前記（２）に記載の制御方法。
（４）前記ユーザ操作に基づく動作制御は、前記撮像装置への動作指示の制御を含む、前
記（３）に記載の制御方法。
（５）前記動作指示は、前記撮像装置への画像の記録に係る指示を含み、表示される画像
の各々に対応する前記撮像装置の各々の動作状態に基づいて指示内容を決定することをさ
らに含む、前記（４）に記載の制御方法。
（６）一覧表示状態において、前記画像の記録に係る指示に基づいて行われる前記撮像装
置の記録の結果についてユーザへの確認表示を行わないことをさらに含む、前記（５）に
記載の制御方法。
（７）前記動作指示は、前記撮像装置への設定に係る指示を含み、表示される画像の各々
に対応する前記撮像装置の各々の間で共通する設定に基づいて指示内容を決定することを
さらに含む、前記（４）に記載の制御方法。
（８）前記イベントは、前記撮像装置の状態変化を含み、一覧表示される前記画像の各々
に対応する前記撮像装置の各々の状態変化を示す表示制御を行うことをさらに含む、前記
（２）～（７）のいずれか１項に記載の制御方法。
（９）前記撮像装置の状態変化は、前記撮像装置の通信状態の変化を含む、前記（８）に
記載の制御方法。
（１０）前記撮像装置の通信状態の変化は、前記撮像装置の通信接続の有無の変化を含み
、前記通信接続の有無が変化した前記撮像装置に係る画像の表示を制御することをさらに
含む、前記（９）に記載の制御方法。
（１１）前記撮像装置の状態変化は、前記撮像装置における異常の発生を含む、前記（８
）～（１０）のいずれか１項に記載の制御方法。
（１２）前記異常は、継続的に発生する第１の異常を含み、前記第１の異常の発生を示す
オブジェクトを表示することをさらに含む、前記（１１）に記載の制御方法。
（１３）前記第１の異常の発生を示すオブジェクトを前記第１の異常が発生した前記撮像
装置に対応する画像に関連して表示することをさらに含む、前記（１２）に記載の制御方
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法。
（１４）前記異常は、単発的に発生する第２の異常を含み、所定の時間の経過によって消
去される、前記第２の異常の発生を示すオブジェクトを表示することをさらに含む、前記
（１１）～（１３）のいずれか１項に記載の制御方法。
（１５）一覧表示される前記画像の各々と前記撮像装置の各々との対応関係を示すオブジ
ェクトを前記画像の各々に関連して表示することをさらに含む、前記（１）～（１４）の
いずれか１項に記載の制御方法。
（１６）前記画像の各々のうちの１つを単独表示することと、前記画像の一覧表示および
単独表示のいずれかに表示を切り替えることと、をさらに含む、前記（１）～（１５）の
いずれか１項に記載の制御方法。
（１７）単独表示される前記画像に対応する前記撮像装置についてのみ、単独表示状態に
おいて前記撮像装置に向けて行われるユーザ操作に基づく動作制御を行うことをさらに含
む、前記（１６）に記載の制御方法。
（１８）単独表示状態において、単独表示される前記画像に対応する前記撮像装置以外の
撮像装置の状態変化を示す表示制御を行うことをさらに含む、前記（１６）または（１７
）に記載の制御方法。
（１９）複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通
信を行う通信部と、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の各
々を特定し、特定される前記画像の各々を一覧表示する制御部と、を備える制御装置。
（２０）複数の撮像装置から無線通信を介して接続され、前記複数の撮像装置の各々と通
信を行う通信機能と、前記通信に基づいて、前記複数の撮像装置の各々に対応する画像の
各々を特定し、特定される前記画像の各々を一覧表示する制御機能と、をコンピュータに
実現させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０２０５】
　１００　　制御装置
　１０２　　通信部
　１０４　　制御部
　１０６　　記憶部
　１０８　　表示部
　１１０　　操作検出部
　２００　　撮像装置
　２０２　　操作検出部
　２０４　　制御部
　２０６　　記憶部
　２０８　　通信部
　２１０　　撮像部
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